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東京矯正管区福祉情報  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

刑事施設や少年院では、社会福祉士等が配置（一部施設を除く）され、高齢又は障害を有する者に

対して関係機関と連携して「特別調整」と呼ばれる福祉的支援の取組を行っております。 

今回は、「特別調整により福祉サービス等の利用に向けた調整を行った者の数」について、令和５

年度版「再犯防止推進白書」から一部抜粋して御紹介します。 

特別調整により福祉サービス等の利用に向けた調整数の推移 

 「特別調整」とは、受刑者等のうち、帰住先が確保されていない高齢者又は障害のある者等が、

刑事施設や少年院を出所・出院後に、福祉サービスを円滑に利用できるようにするため、刑事施

設、少年院、保護観察所、地域生活定着支援センター等の関係機関が連携して、矯正施設在所中か

ら必要な調整を行い出所後の社会復帰支援につなげるための取組のことです。 

この「特別調整」により福祉サービス等の利用に向けて調整を行った者の数の推移（平成３０年

度～令和４年度）は以下の通りです。 

令和４年度の特別調整の終結人員は７５２人で、その内訳（複数該当あり）では、高齢者３５０人、

身体障害者９９人、知的障害者１８８人、精神障害者３５０人となっており、令和３年度までは「高齢

者」が最多でしたが、令和４年度では「高齢者」、「精神障害者」が同数で最多となっております。 

新受刑者数が年々減少している中で、特別調整の終結人員はほぼ横ばいで推移しておりますの

で、福祉的支援をはじめとした社会復帰支援の重要性がわかります。 

 

出典：令和５年版 再犯防止推進白書（一部加工） 

「特別調整」終結人員は 

ほぼ横ばいで推移 

新受刑者数は 

年々減少傾向 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

「受刑者の福祉的支援に係る協議会」を開催しました 

令和５年１１月１０日（金）、「受刑者の福祉的支援に係る管区ブロック協議会」を開催しました。 

本協議会は、管内刑事施設に勤務する社会福祉士等の職員を対象として、特別調整をはじめとし

た福祉的支援に係る取組等について協議を行う場として、例年、東京矯正管区において開催してい

るものです。 

各施設の取組からは、「特別調整には※本人同意が必要なため、出所後の生活のイメージや福祉的

支援のわかりやすい説明をしています」、「地域の居住支援法人等と意見交換会を実施しています」な

ど福祉的支援に係るさまざまな報告がありました。 

【受刑者の福祉的支援に係る協議会】 

 

 

出典：令和２年版 再犯防止推進白書 出典：令和５年版 再犯防止推進白書（一部加工） 

地域の居住支援法人等と意見交換

会を実施しています。 

特別調整には※本人同意が必要な

ため、出所後の生活のイメージや、福

祉的支援のわかりやすい説明をして

います。 

※ 


